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プライム市場における英文開示の拡充
に向けた上場制度の整備の概要

株式会社東京証券取引所

２０２４年２月２６日

【本資料に関するお問い合わせ先】

東京証券取引所 上場部 企画グループ
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１．英文開示拡充の内容
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⚫ 当取引所は、プライム市場をグローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向け
の市場と位置付けています。

⚫ ２０２１年のコーポレートガバナンス・コードの改訂なども踏まえ、近年、プライム市場上
場会社における英文開示の取組みは進展している一方、海外投資家からは、依然として、日
本語と英語の情報量や開示のタイミングの差といった情報の非対称性が投資の制約になって
いる等、改善の必要性が指摘されています。

⚫ こうした状況を踏まえ、プライム市場上場会社への更なる海外投資家の投資を呼び込み、対
話を通じた企業価値向上を促していく観点から、英文開示の拡充に向けた上場制度の見直し
を行います。

趣旨

⚫ 投資判断に重要な影響を与える会社情報の開示は、健全な証券市場の根幹を成すものであり、
適時・適切に行われる必要があります。

⚫ 今回の英文開示については、日本語で上記の適時・適切な開示が行われていることを前提と
して、参考訳としての英文開示の拡充を求めるものです。

⚫ 英文開示の負荷を考慮して日本語の開示を控えたり、英文の同時開示のために日本語の開示
が遅延することがないようご留意ください。

【留意点】
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プライム市場における英文開示の拡充の内容

⚫ 企業行動規範の望まれる事項として、プライム市場の上場会社は、重要な会社情報について、可
能な限り、日本語と同時に、英語で同一の内容の開示を行うよう努める旨の努力義務を新設

⚫ そのうえで、上場会社における実務上の負荷も鑑み、まずは、特に投資判断に与える影響が大き
く、速報性が求められる開示情報として、決算情報及び適時開示情報について、企業行動規範の
遵守すべき事項として日本語と同時の英文開示を義務化

【適用時期】

項目 想定される書類 開示のタイミング 留意事項

決算情報
• 決算短信・四半期決算短信

• 決算補足説明資料 • 日本語と同時
（※）

• 全書類・全文について同時開示することが望まれるが、
日本語における開示の内容の一部又は概要を英語によ
り開示することでも可適時開示

情報
• すべての適時開示項目

【具体的な義務化の内容】

⚫ 英文開示は日本語の開示の参考訳と位置づけ（内容の正確性は規則違反に対する措置の対象外）

※ なお、英文開示自体を行っていない場合（書面の提出も行っていないときに限る）等は規則違反に対する措置（公表
措置など）の対象

➢ 開示内容の充実や対象書類（有価証券報告書等）の拡大などについては継続検討

※ 例えば、発生事実に係る開示など急遽対応が必要になる場合や、関係者との調整等により開示直前まで日本語による開示内容が定まらない
場合であって、英語による同時開示を行おうとすると、日本語による開示の遅延が生じるときは、同時でなくても可（日本語を優先して開
示）

２０２５年４月１日以後に開示するものから適用

※ ただし、必要な体制整備に時間を要する企業も想定されることから、具体的な実施予定時期を記載した書面を当取引所に提出している場合
は、上記の適用を１年間猶予（２０２５年３月下旬を目途に、書面の提出を行った上場会社の名称及び実施予定時期の一覧を当取引所の
ウェブサイトで公表予定）
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（参考）改正規則の適用時期

２０２５年 ２０２６年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

１月期

２月期

３月期

４月期

５月期

６月期

７月期

８月期

９月期

10月期

11月期

12月期

※ ２０２５年４月１日以後に開示するものから適用
※ 対応が困難な場合の書面の提出は、 ２０２５年１月６日～３月１４日までの間に提出（１年間の猶予期間を経て、２０２６年４月１日以後に開示するものから全社適用）

１Ｑ決算の
開示

２Ｑ決算の
開示

３Ｑ決算の
開示

通期決算の
開示

通期決算の
開示

適時開示

適時開示

１Ｑ決算の
開示

２Ｑ決算の
開示

３Ｑ決算の
開示

通期決算の
開示

適時開示

１Ｑ決算の
開示

２Ｑ決算の
開示

通期決算の
開示

適時開示

１Ｑ決算の
開示

２Ｑ決算の
開示

３Ｑ決算の
開示

通期決算の
開示

適時開示

１Ｑ決算の
開示

２Ｑ決算の
開示

３Ｑ決算の
開示

通期決算の
開示

適時開示

１Ｑ決算の
開示

３Ｑ決算の
開示

通期決算の
開示

適時開示

１Ｑ決算の
開示

２Ｑ決算の
開示

３Ｑ決算の
開示

通期決算の
開示

適時開示

１Ｑ決算の
開示

２Ｑ決算の
開示

３Ｑ決算の
開示

通期決算の
開示

３Ｑ決算の
開示

２Ｑ決算の
開示

適時開示

１Ｑ決算の
開示

３Ｑ決算の
開示

通期決算の
開示

２Ｑ決算の
開示

適時開示

１Ｑ決算の
開示

３Ｑ決算の
開示

通期決算の
開示

２Ｑ決算の
開示

１Ｑ決算の
開示

書面の提出
（１月６日～
３月１４日）

適時開示

３Ｑ決算の
開示

通期決算の
開示

２Ｑ決算の
開示

１Ｑ決算の
開示

適時開示

３Ｑ決算の
開示

２Ｑ決算の
開示

１Ｑ決算の
開示

２Ｑ決算の
開示

３Ｑ決算の
開示

通期決算の
開示

全社適用

１Ｑ決算
の開示

通期決算
の開示

３Ｑ決算
の開示

２Ｑ決算
の開示

通期決算
の開示

３Q決算
の開示

２Q決算
の開示

１Q決算
の開示
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２．よくある質問と回答
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よくある質問と回答（決算情報）

① 決算情報については、どのような書類が英文開示の対象となりますか。

➢ 決算短信・四半期決算短信のほか、通期決算・四半期決算の内容を投資者にわかりやすく伝
達するために作成する決算補足説明資料・四半期決算補足説明資料が対象となります。

➢ これらの書類のすべて／各書類の全文について英語での開示を求めるものではなく、日本語
での開示の一部又は概要の開示で足りるものとします。

➢ 例えば、決算短信・四半期決算短信のみの開示や、決算短信・四半期決算短信のサマリー情
報と決算補足説明資料・四半期決算補足説明資料の開示なども想定されます。

➢ 自社の英文開示の範囲については、海外投資家との対話の内容等も踏まえてご検討ください。

② 決算補足説明資料とは具体的にどのような資料を指すのでしょうか。

➢ 例えば、決算短信や四半期決算短信とあわせて開示している補足資料や、決算説明会・四半
期決算説明会において投資家向けに提供する資料等が想定されます。

③ 日本語の決算補足説明資料自体を作成・提供していないのですが、英文開示は必要ですか。

➢ 決算補足説明資料については、日本語で開示している場合を対象として想定したものであり、
日本語での開示がない場合について英文のみの開示を求める趣旨ではありません。

➢ 決算補足説明資料の日本語での開示を行っていない場合には、決算短信・四半期決算短信の
英文開示（一部又は概要も可）の実施をお願いします。
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よくある質問と回答（決算情報）

④ 「日本語による開示の一部・概要のみでも可」とありますが、どの程度の水準まで認められるの
でしょうか。例えば、決算短信・四半期決算短信のサマリー情報のみを英文開示することでも良
いですか。

➢ 決算情報については、日本語での開示の一部又は概要を英文開示することで足りるものとし
ています。

➢ したがって、例えば、決算短信・四半期決算短信のサマリー情報のみ英文開示を行っている
場合でも、規則違反には当たりません。

➢ 一方で、海外投資家からは、決算短信・四半期決算短信について、財務諸表の数値などの情
報だけでなく、セグメント情報や注記などについても英文開示を求める声や、決算補足説明
資料を重視する声も寄せられています。

➢ 海外投資家との対話の内容等も踏まえて、自社の英文開示の範囲について、継続的にご検討
ください。

92%

83%

90%

97%

89%

セグメント情報

注記事項

定性情報

財務諸表

サマリー情報

海外投資家が英文開示を必要とする項目・情報

出所：英文開示に関する海外投資家アンケート調査結果（2023年8月）
注： 決算短信について、英文開示を「必須」又は「必要」と回答した機関投資家
（63件）の回答を集計。

⚫ 決算短信のサマリー情報は情報ベンダーによって英
文で配信されるため、定性情報にこそ価値がある

⚫ 決算短信であれば売上や利益などの数値情報だけで
は十分とはいえない。セグメント情報・注記なども
含め英文で開示してほしい

⚫ 決算説明会資料は事業環境、経営戦略の進捗・今後
の見通しなどの企業の概況を理解し、投資判断を行
ううえで重要

⚫ 決算説明会資料は、書類の形式上、機械翻訳が困難
であるため、英文開示が必要

海外投資家の声
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よくある質問と回答（決算情報）

⑤ 決算短信・四半期決算短信について、日英同時開示を行うために決算発表日を後ろにずらすこと
は問題ありませんか。

➢ 決算短信・四半期決算短信については、その内容が定まった場合には直ちに開示することが
求められています。

➢ 決算の内容が定まる時期については、その時々の上場会社の事情等によることから、毎年同
じ日程で決算発表を行う必要はありませんが、日本語の内容が定まっている場合には直ちに
開示する必要があります。

➢ 投資家からも、英文開示への対応による日本語での開示の遅れについて強い懸念が示されて
いることから、英文開示に係る工程を工夫するなどして決算発表日は後ろにずらさずに日英
同時に開示する体制の構築に努めてください。

➢ そのうえで、英訳に時間を要する場合には、例えばサマリー情報や財務諸表など、対応可能
な範囲のみを日本語と同時に開示したうえで、後日その他の範囲についても英文開示を行う
などの対応をご検討ください。

➢ なお、英文開示については、日本語での開示の一部又は概要を英文開示することで足りるも
のとしていることから、必ずしも全文の後日開示が求められるものではありません。
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よくある質問と回答（決算情報）

⑥ 決算情報に関する英文資料は、どのような方法で開示すればよいですか。

➢ 決算情報に関する英文資料については、海外投資家へのタイムリーな情報提供の観点から、
ＴＤｎｅｔで開示する必要があります。

➢ ただし、決算短信・四半期決算短信の英文開示（一部又は概要も可）をＴＤｎｅｔで行う場
合は、英語の決算補足説明資料の公表方法は問いません（自社のウェブサイトでの公表も
可）。

⑦ 決算短信・四半期決算短信について英文開示する場合、日本語の決算短信・四半期決算短信と同
じデータファイルが求められますか。

➢ 英語の決算短信・四半期決算短信については、ＰＤＦのみご提出ください（日本語の開示に
添付されるＸＢＲＬ等のデータファイルは不要です）。

⑧ 日本語の四半期決算短信に含まれる四半期財務諸表等について、監査人による期中レビューを受
け、期中レビュー報告書を添付して開示する場合に、英語の四半期決算短信についても、監査人
による期中レビューを受けなければなりませんか。

➢ 決算情報については、日本語での開示の一部又は概要を英文開示することで足りるものとし
ていることに加え、英文開示は日本語の開示の参考訳と位置付けていることから、英語の四
半期財務諸表等に対する監査人の期中レビューは必要ありません。

➢ なお、仮に海外投資家のニーズ等も踏まえ、英語の期中レビュー報告書が必要と判断する場
合には、監査人とも相談の上、対応をご検討ください。
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よくある質問と回答（適時開示情報）

① 適時開示情報とは何ですか。

➢ 上場会社がＴＤｎｅｔを利用して適時開示する会社情報（決算情報を除く）をいいます。具
体的には、上場規則において適時開示を求めている以下の会社情報のほか、会社がＴＤｎｅ
ｔを利用して任意で適時開示している会社情報についても英文開示が必要です。

② 業績予想の修正など、一部の適時開示項目のみを英文開示することでもよいですか。

➢ 上場規則において適時開示を求めている会社情報のすべてについて、英文開示が必要です。

➢ ただし、各適時開示について、日本語による開示の内容の一部又は概要を開示すれば足りる
ものとします 。

○上場会社の情報

• 上場会社の決定事実

• 上場会社の発生事実

• 上場会社の業績予想、配当予想の修正等

• その他の情報

（投資単位の引下げに関する開示、財務会計基準機構への加入状況等に関する開示、ＭＳＣＢ等の
転換又は行使の状況に関する開示、支配株主等に関する事項の開示、非上場の親会社等の決算情
報、上場維持基準への適合に向けた計画の開示 等）

○子会社等の情報

• 子会社等の決定事実

• 子会社等の発生事実

• 子会社等の業績予想の修正等
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よくある質問と回答（適時開示情報）

③ 軽微基準に該当する適時開示についても、英文開示が必要ですか。

➢ 軽微基準に該当する場合であっても、公平な情報提供の観点から、日本語で適時開示を行っ
ている場合については、英文開示が必要です。

➢ なお、投資家からは、英文開示の実務負荷から、例えば、明示されている開示項目以外の開
示が適切に行われなくなるなどの適時開示自体の後退を懸念する声が寄せられています。

➢ 英文開示については、日本語での開示の一部又は概要を開示する方法も可能ですので、引き
続き、投資判断上重要な情報については、適時・適切に開示してください。

④ ＰＲ情報や縦覧書類（株主総会招集通知、ＣＧ報告書等）についても英文開示が必要ですか。

➢ ＰＲ情報や縦覧書類については英文開示は必須ではありません（任意です）。

⑤ 「日本語による開示の一部・概要のみでも可」とありますが、どの程度の水準まで認められるの
でしょうか。

➢ 一部・概要の水準感については、一律の定めはありません。海外投資家との対話の内容等も
踏まえて、各社においてご検討ください。

➢ 例えば、いつ何を（が）決定／発生したかといった海外投資家が事案の概要を把握するに足
りる情報について英語で開示したうえで、詳細は日本語による開示を参照することも考えら
れます。
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よくある質問と回答（適時開示情報）

⑥ 「日本語による開示の一部・概要」で開示した場合、その後に全文の英文開示が必要ですか。

➢ 日本語による開示の一部・概要を同時開示した場合に、その後の全文の英文開示が求められ
るものではありません。

➢ 後日全文の英文開示を行うかどうかについては、海外投資家との対話の内容等も踏まえて、
自社でご検討ください。

⑦ すべての適時開示について、必ず日英同時開示が求められるのでしょうか。

➢ 英語による開示については、原則として、日本語による開示と同時に行うことが求められま
すが、例えば、発生事実に係る開示など急遽対応が必要になる場合や、関係者との調整等に
より開示直前まで日本語による開示内容が定まらない場合であって、英語による同時開示を
行おうとすると、日本語による開示の遅延が生じるときは、この限りでないものとします。

➢ 適時開示については、該当する場合は直ちにその内容を開示することが求められているため、
日本語の内容が定まっている場合には直ちに開示する必要があります。

➢ 日本語による適時開示自体が遅延することがないよう、まずは日本語による開示を優先して
ください。

⑧ 適時開示情報に関する英文資料は、どのような方法で開示すればよいですか。

➢ 適時開示情報に関する英文資料については、海外投資家へのタイムリーな情報提供の観点か
ら、ＴＤｎｅｔで開示する必要があります。
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よくある質問と回答（書面の提出と規則違反に対する措置）

① ２０２５年４月の施行のタイミングで、決算情報及び適時開示情報の英文開示が困難な場合、い
つまでに、どのような書面を取引所に提出する必要がありますか。

➢ 英文開示が困難な場合は、２０２５年１月６日～３月１４日までの間に、英文開示の具体的
な実施予定時期を記載した書面を提出する必要があります（具体的な提出方法は、後日改め
てご案内します）。

➢ なお、書面を提出する場合でも、２０２６年４月１日以後に開示するものから、義務化の対
象となりますので、当該期日までを期限として、実施予定時期を検討することが求められま
す。

➢ 当取引所では、上場会社からの書面の提出に基づき、２０２５年３月下旬を目途に、適用猶
予を受ける上場会社の名称及び英文開示の実施予定時期を記載した一覧を当取引所ウェブサ
イトで公表する予定です。

② 決算情報及び適時開示情報の英文の同時開示を実施しなかった場合に罰則はありますか。

➢ その内容や経緯・原因等に応じて、公表措置等の対象となる場合があります。

➢ ただし、例えば、発生事実に係る開示など急遽対応が必要になる場合や、関係者との調整等
により開示直前まで日本語による開示内容が定まらない場合であって、英語による同時開示
を行おうとすると、日本語による開示の遅延が生じるときは、同時に開示しなくてもよいこ
ととしており、こうした場合は措置の対象となる規則違反には当たりません。
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よくある質問と回答（その他）

① ＴＤｎｅｔで開示された英文開示はどのように配信・公表されるのでしょうか。

➢ 開示された英文資料は、タイムリーに、ＪＰＸウェブサイト（英語サイト）にあるCompany 
Announcements Serviceに掲載されるほか、海外投資者等が利用している情報ベンダーの
端末などに配信されます。英文資料配信先については、以下のサイトから「英文資料配信
先」をご参照ください。

https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/service/index.html

➢ また、開示された英文資料は、Listed Company Searchからもご覧いただけます。

https://www.release.tdnet.info/index_e.html
https://www.release.tdnet.info/index_e.html
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/service/index.html
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK020010Action.do?Show=Show
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よくある質問と回答（その他）

② 決算情報及び適時開示情報の英文開示について他社の実施状況を確認することはできますか。

➢ 東証では、各社の決算情報、適時開示情報などの英文による開示状況を、上場会社からの回
答に基づき「Availability of English Disclosure Information by Listed Companies」とし
てとりまとめ、一覧として公表しております。

➢ なお、本一覧は英語のみでの提供となります。以下のサイトにアクセスしてご利用ください。

https://www.jpx.co.jp/english/equities/listed-co/disclosure-gate/availability/index.html

➢ また、上場会社ＤＢＳでは、過去５年間分の全上場会社の英文開示資料等を検索・閲覧する
ことが可能となっています。

③ 決算情報及び適時開示情報の英文開示について、英文開示の参考となるようなフォーマットはあ
りますか。

➢ 東証では、決算短信（サマリー情報）及び適時開示に関する英文開示の様式例や、英文開示
に記載するディスクレイマーの文例等を提供しています。以下のサイトにアクセスしてご利
用ください。

https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html

https://www.jpx.co.jp/english/equities/listed-co/disclosure-gate/availability/index.html
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html


17
© 2024 Japan Exchange Group, Inc., and/or its affiliates

＜決算短信＞

（参考）プライム市場上場会社の英文開示実施状況

同時 同日 ３日以内 １週間以内 １か月以内 それ以降 小計
英文開示
なし

合計

全文
357社

（24.1%)
43社

（2.9％)
32社

（2.2％)
66社

（4.4％)
188社

（12.7％)
15社

（1.0％)
701社

（47.2％)

123社
（8.3％)

1,484社
(100.0％)

一部
271社

（18.3％)
87社

（5.9％)
155社

（10.4％)
78社

（5.3％)
59社

（4.0％)
10社

（0.7％)
660社

（44.5％)

合計
628社

（42.3％)
130社

（8.8％)
187社

（12.6％)
144社

（9.7％)
247社

（16.6％)
25社

（1.7％)
1,361社

（91.7％)

＜決算説明会資料＞

同時 同日 ３日以内
１週間
以内

１か月
以内

それ以降 小計
英文開示
なし

日本語
資料なし

合計

全文
403社

（27.2％)
71社

（4.8％)
53社

（3.6％)
140社

（9.4％)
275社

（18.5％)
44社

（3.0％)
986社

（66.4％)

286社
（19.3％)

163社
（11.0％)

1,484社
(100.0%)

一部
13社

（0.9％)
9社

（0.6％)
5社

（0.3％)
4社

（0.3％)
17社

（1.1％)
1社

（0.1％)
49社

（3.3％)

合計
416社

（28.0％)
80社

（5.4％)
58社

（3.9％)
144社

（9.7％)
292社

（19.7％)
45社

（3.0％)
1,035社

（69.7％)

＜適時開示資料＞

※ 決算短信、決算説明会資料は「プライム市場 英文
開示義務化に向けた実態調査」結果、適時開示資
料は「英文開示実施状況調査」（2023年12月末
時点）の回答を集計

同時 同日 翌日以降 小計
英文開示
なし

合計

全部・
全文

334社
（20.2％)

52社
（3.1％)

78社
（4.7％)

464社
（28.0％)

793社
（47.9％)

1,656社
（100.0％)

一部/
抜粋

167社
（10.1％)

68社
（4.1％)

164社
（9.9％)

399社
（24.1％)

合計
501社

（30.3％)
120社

（7.2％)
242社

（14.6％)
863社

（52.1％)
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３．英文開示に関する東証の取組み
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⚫ 東証では、英文開示に関連する情報を集約した英文開示ポータルサイト「JPX English 
Disclosure GATE」を開設し、英文開示様式例や日英対訳集、英文開示に関するノウハウをまと
めたハンドブックなど、上場会社の実務の参考となるコンテンツを提供

https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/index.html

⚫ 翻訳外注や機械翻訳活用のポイントなど英文開示のノウハウに関するセミナーも開催
（今後も順次拡充予定） （→２４ページ）

英文開示に関する東証の取組み

⚫ 英文開示様式例（→２０ページ）

適時開示資料の英文開示様式例や招集通知の英文記載例等を掲載

⚫ 日英対訳表（→２１ページ）

日英用語集及び関連サイトへのリンクを掲載

⚫ 英文開示実践ハンドブック（→２２ページ）

英文開示に関する留意事項やノウハウをまとめたハンドブック

⚫ 上場会社英文開示インタビュー（→２３ページ）

英文開示に関する取組のインタビューを掲載

⚫ 東証英文資料配信サービスの利用案内

上場会社向けの英文資料配信サービスの利用案内を掲載

⚫ 海外ＩＲ・翻訳支援会社

海外ＩＲ、翻訳支援会社の案内を掲載

⚫ イベントトランスクリプト提供サービス
決算説明会等のイベントの書き起こし記事提供サービス

⚫ 調査レポート
「英文開示実施状況調査集計レポート」及び「海外投資家アンケート調査結果」を掲載

主なコンテンツ

https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/index.html
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（参考）英文開示様式例

⚫ 決算短信、適時開示資料等の英文開示様式例や英文開示に記載するディスクレイマーの文例など
を掲載

https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html

https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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（参考）日英対訳集

⚫ 開示情報の分類の日英対比集のほか、関連サイトへのリンクを掲載

https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/term/index.html

https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/term/index.html
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（参考）英文開示実践ハンドブック

⚫ 上場会社における英文開示に係るリスクや事務負担を軽減する観点から、英文開示を実施する際
のノウハウや留意事項をまとめることを目的として、実務の専門家や研究者が分担して執筆し、
東証で取りまとめて作成・公表

https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/handbook/index.html

第１章
英文開示実施に向けた

計画の立案
（プロネクサス）

1-1 英文開示の必要性
1-2 英文開示の目的明確化と方針の設定
1-3 英文開示を行う対象書類と翻訳範囲の選定
1-4 英文開示のタイミング
1-5 英文開示を進めるための体制・人材・技術・ナ

レッジの整備
1-6 免責文言の活用

第２章
英文資料作成のポイント１
（翻訳を外注する場合）

（宝印刷）

2-1 全体の流れ
2-2 契約締結時のポイント
2-3 翻訳依頼時のポイント
2-4 機密情報を含む原稿の翻訳依頼
2-5 納品物の確認ポイント

第３章
英文資料作成のポイント２
（機械翻訳を利用する場合）
（国立研究開発法人情報通信研究機構

隅田氏）

3-1 機械翻訳とは
3-2 機械翻訳の最新知識
3-3 機械翻訳導入時の留意点
3-4 機械翻訳を上手く利用するコツ

上記の他、米国証券法に関するコラムを掲載

https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/handbook/index.html
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（参考）上場会社英文開示インタビュー

⚫ 英文開示に積極的に取り組まれていると海外投資家から評価された上場会社に対し、英文開示に
関する取組み（英文開示開始・拡充の経緯や、英文開示を行う上での工夫、海外投資家の反応な
ど）についてのインタビューを掲載

https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/interview/index.html

https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/interview/index.html
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（参考）英文ＩＲ人材育成講座（プライム市場向け）

⚫ 一般社団法人東京国際金融機構（FinCity.Tokyo）と共同で、海外投資家の動向や海外投資家向け
ＩＲの重要性、英文開示の実践に向けた翻訳外注や機械翻訳活用のノウハウなどについて、海外
投資家向けＩＲ分野の専門家や英文開示を実践する上場会社、翻訳の専門家の方々による講演を
含むセミナーを開催

⚫ セミナーのアーカイブ配信は以下ＵＲＬから視聴可能
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lhli-lhrilb-fddc9f9e273bde9ba46c4e0d1d345fc9

講演名 講演者 ※肩書は講演日時点

共催者挨拶
東京証券取引所
取締役常務執行役員 青 克美

英文開示のニーズと投資家が真に
求める情報

フィデリティ投信
ヘッド・オブ・エンゲージメント兼
ポートフォリオ・マネージャー
井川 智洋氏

プライム市場における英文開示の
拡充について

東京証券取引所
上場部企画グループ 統括課長
池田 直隆

ＩＲ部門に期待される役割と人材
の育成

日本ＩＲ協議会
専務理事 佐藤 淑子氏

共催者挨拶
東京国際金融機構
事務局長 増田 剛氏

○２０２４年２月２１日開催 ※アーカイブは後日配信予定○２０２２年１０月５日開催

講演名 講演者 ※肩書は講演日時点

開会挨拶
東京証券取引所
取締役専務執行役 小沼 泰之

海外投資家を知る
ジェイ・ユーラス・アイアール
代表取締役 岩田 宜子氏

海外投資家とのコミュニケー
ション

大塚商会 社外取締役／浜辺真紀子事務所 代
表 浜辺 真紀子氏

英文開示促進に向けた東証の
取組み

東京証券取引所
上場部 課長 後藤 潤一郎

海外投資家が求める英文開示

カタリスト投資顧問
シニア・グローバル・アドバイザー 東京国
際金融機構 アンバサダー
イェスパー・コール氏

英文開示の実践
‒ 英文開示実施に向けた計

画の立案

‒ 翻訳外注の活用

‒ 機械翻訳の活用

‒ プロネクサス ディスクロージャー事業部 
グループ戦略部 担当部長 児玉 高直氏

‒ 宝印刷 執行役員 国際事業統括部長
 三輪 哲也氏

‒ 国立研究開発法人情報通信研究機構
フェロー 隅田 英一郎氏

英文開示における基礎英語
トランズパシフィックエンタープライズ
取締役社長 レイ・デボア氏

閉会挨拶
東京国際金融機構
事務局長 横田 雅之氏

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lhli-lhrilb-fddc9f9e273bde9ba46c4e0d1d345fc9
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